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Special Edition

　
「
重
点
事
業
特
別
枠
」は
、
こ
れ
ま
で
の
事
業
を
見
直
し
歳
出
を
抑
制
す
る
と
と
も
に
、
経

費
の
節
減
に
よ
り
生
じ
た
財
源
の
一
部
を
活
用
し
、沖
縄
振
興
計
画
な
ど
に
基
づ
く
事
業
や

高
度
化
・
多
様
化
す
る
住
民
ニ
ー
ズ
に
的
確
に
対
応
す
る
新
た
な
事
業
に
、効
果
的
・
重
点

的
に
予
算
を
配
分
す
る
た
め
設
け
て
い
る
も
の
で
す
。

　

平
成
十
八
年
度
は
、重
点
事
業
特
別
枠
と
し
て
十
九
事
業
を
採
択
し
て
い
ま
す
。

平
成
十
八
年
度 

重
点
事
業
特
別
枠
の
紹
介

　

平
成
八
年
度
に
導
入
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ

ス
テ
ム
の
老
朽
化
に
伴
い
、
シ
ス
テ
ム
の
再
構

築
を
図
り
ま
す
。

　

今
回
の
事
業
で
は
、
シ
ス
テ
ム
の
通
信
回
線

を
既
存
の
N
T
T
回
線
か
ら
県
の
総
合
行
政
情

報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
回
線
へ
切
り
替
え
、
障

害
時
に
は
無
線
に
よ
り
通
信
で
き
る
よ
う
回
線

を
二
重
化
し
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
信
頼
性
を
高

め
る
こ
と
が
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
て
い
ま

す
。こ
れ
に
よ
り
、
通
信
費
用
が
節
約
さ
れ
る
ほ

か
、
通
信
の
高
速
化
が
図
ら
れ
る
た
め
、
震
度
情

報
を
素
早
く
把
握
し
、
災
害
時
初
動
体
制
を
迅

速
に
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
他
、

サ
ー
バ
ー
も
二
重
化
し
、
市
町
村
に
設
置
し
て

い
る
震
度
計
に
つ
い
て
も
一
部
修
繕
な
ど
を
行

い
ま
す
。

　

新
シ
ス
テ
ム
の
運
用
は
、
平
成
十
九
年
四
月

を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
十
七
年
度
の
沖
縄
県
科
学
技
術
振
興
指

針
の
策
定
を
受
け
て
、
科
学
技
術
振
興
の
総
合

的
な
施
策
の
推
進
と
産
業
系
試
験
研
究
機
関
に

お
け
る
研
究
開
発
の
効
率
的
・
効
果
的
な
推
進

を
行
い
ま
す
。

　

新
た
な
産
業
の
創
造
や
既
存
産
業
の
高
度
化

を
図
る
た
め
、
弁
理
士
を
活
用
し
た
特
許
取
得

や
県
が
保
有
す
る
特
許
の
活
用
を
促
進
す
る
ほ

か
、
国
際
的
レ
ベ
ル
の
専
門
家
の
招
聘
や
国
際

学
会
へ
の
派
遣
な
ど
を
通
し
て
、
知
的
財
産
を

生
み
出
す
人
材
の
育
成
を
図
り
ま
す
。

　

離
島
航
空
路
線
は
、
離
島
に
在
住
す
る
皆
さ

ん
の
生
活
安
定
や
産
業
振
興
を
図
る
上
で
必
要

不
可
欠
な
も
の
で
す
。し
か
し
、
近
距
離
運
行
の

た
め
需
要
が
限
定
さ
れ
る
な
ど
の
不
採
算
要
素

を
抱
え
経
営
基
盤
が
弱
く
、
ま
た
、
航
空
法
の
改

正
で
事
業
者
の
参
入
・
撤
退
が
容
易
と
な
っ
た

た
め
、
事
業
者
撤
退
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う

不
安
要
素
を
抱
え
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
那
覇
〜
南
北
大
東
、
石
垣
〜
与
那
国

な
ど
の
対
象
路
線
に
運
行
す
る
航
空
機
や
部
品

を
購
入
す
る
費
用
の
九
割
を
国
と
県
か
ら
補
助

金
と
し
て
交
付
し
、
離
島
航
空
路
線
の
確
保
に

努
め
ま
す
。

　

本
県
に
は
、
ノ
グ
チ
ゲ
ラ
、
ヤ
ン
バ
ル
ク
イ
ナ

や
イ
リ
オ
モ
テ
ヤ
マ
ネ
コ
な
ど
数
多
く
の
固
有

種
が
生
息
・
生
育
す
る
多
様
な
自
然
環
境
が
形

成
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
開
発
や
乱
獲
な
ど
に
よ

り
、
貴
重
な
野
生
動
植
物
種
の
絶
滅
や
生
態
系

の
攪
乱
な
ど
が
危
ぶ
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
法
律
で
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
希

少
な
野
生
動
植
物
種
を
含
め
て
保
護
を
図
る
た

め
、
県
独
自
の
条
例
を
制
定
し
ま
す
。学
識
経
験

者
な
ど
の
意
見
を
踏
ま
え
、
県
内
に
生
息
・
生

育
し
て
い
る
希
少
野
生
動
植
物
種
の
う
ち
、
特

に
保
護
を
図
る
必
要
の
あ
る
も
の
を
「
指
定
希

少
野
生
動
植
物
種
」に
、
保
護
の
た
め
の
重
要
な

地
域
を
「
生
息
地
等
保
護
区
」
に
指
定
す
る
ほ

か
、
県
内
に
生
息
す
る
外
来
種
の
う
ち
生
態
系

に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
を
「
指

定
外
来
種
」と
し
て
指
定
し
保
護
を
図
り
ま
す
。

　

年
々
増
加
す
る
児
童
虐
待
問
題
に
迅
速
・
的

確
に
対
応
す
る
た
め
、①
対
応
体
制
の
見
直
し
、

②
対
応
機
能
向
上
の
取
り
組
み
、③
防
止
対
策

の
強
化
、④
緊
急
提
言
の
検
証
委
員
会(

仮
称)

の
設
置
を
行
い
ま
す
。

　

対
応
体
制
の
見
直
し
で
は
、
中
央
・
コ
ザ
両

児
童
相
談
所
に
各
々
協
力
員
を
一
名
増
員
し
、

虐
待
通
告
や
相
談
が
あ
っ
た
際
に
行
う
家
庭
調

査
や
児
童
の
安
全
確
認
な
ど
の
初
期
対
応
体
制

の
強
化
を
図
る
ほ
か
、
児
童
心
理
司
が
虐
待
を

受
け
た
児
童
や
親
の
心
の
ケ
ア
に
専
念
で
き
る

よ
う
中
央
児
童
相
談
所
に
嘱
託
員
一
名
を
増
員

し
ま
す
。

　

ま
た
、
対
応
機
能
向
上
の
取
り
組
み
と
し
て
、

医
師
、
弁
護
士
な
ど
を
積
極
的
に
活
用
し
て
助

言
・
指
導
を
得
た
り
、
職
員
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル

ス
ケ
ア
へ
の
配
慮
な
ど
も
行
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
防
止
対
策
を
強
化
す
る
た
め
、
研
修

会
・
講
演
会
な
ど
を
開
催
し
、
虐
待
の
早
期
発

見
・
早
期
対
応
に
つ
い
て
啓
発
し
ま
す
。

　

四
月
一
日
か
ら
の
障
害
者
自
立
支
援
法
の
施

行
に
伴
い
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
料
金
の
一
割

が
利
用
者
負
担
と
な
り
ま
す
。そ
の
際
、
低
所
得

者
も
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
継
続
的
に
利
用
で

き
る
よ
う
、
社
会
福
祉
法
人
に
お
い
て
は
、
特
に

経
済
的
に
支
援
が
必
要
な
方
が
通
所
施
設
や

ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る

際
、
利
用
者
の
定
率
負
担
に
軽
減
措
置
を
講
ず

る
こ
と
を
求
め
て
い
ま
す
。

　

本
事
業
で
は
、
軽
減
措
置
を
行
っ
た
社
会
福

祉
法
人
に
対
し
公
的
助
成
を
実
施
す
る
こ
と

で
、
社
会
福
祉
法
人
に
お
け
る
軽
減
措
置
の
実

施
を
促
進
し
ま
す
。

●
人
件
費

県
職
員
（
教
員
・
警
察
官
を
含
む
）
に
支
払
わ
れ
る
給

与
、
期
末
手
当
や
退
職
手
当
な
ど
の
経
常
的
に
支
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
経
費
の
こ
と
で
す
。

●
公
債
費

　

県
債
の
元
利
償
還
金
に
要
す
る
経
費
の
こ
と
で
す
。

●
扶
助
費

生
活
保
護
費
や
児
童
扶
養
手
当
な
ど
、
法
令
の
規
定

に
よ
り
被
扶
助
者
へ
の
支
出
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い

る
経
費
の
こ
と
で
す
。

●
自
主
財
源

県
が
自
主
的
に
徴
収
ま
た
は
収
納
す
る
こ
と
が
で
き

る
財
源
の
こ
と
で
、「
県
税
」、「
諸
収
入（
財
産
収
入
な

ど
）」な
ど
の
こ
と
で
す
。

●
依
存
財
源

国
か
ら
定
め
ら
れ
た
額
を
交
付
さ
れ
た
り
割
り
当
て

ら
れ
た
財
源
で
、「
国
庫
支
出
金
」、「
地
方
交
付
税
」、

「
県
債
」な
ど
の
こ
と
で
す
。

●
県　

税

直
接
税
と
し
て
県
民
税
、
事
業
税
、
不
動
産
取
得
税
、

自
動
車
税
な
ど
が
、
間
接
税
と
し
て
地
方
消
費
税
、
県

た
ば
こ
税
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

●
地
方
交
付
税

す
べ
て
の
地
方
公
共
団
体
が
一
定
水
準
の
行
政
を
維

持
す
る
た
め
に
必
要
な
額
を
保
障
す
る
も
の
で
、
財

源
不
足
が
生
じ
る
地
方
公
共
団
体
に
国
か
ら
交
付
さ

れ
る
財
源
の
こ
と
で
す
。
国
税
で
あ
る
「
所
得
税
」、

「
酒
税
」、「
法
人
税
」、「
消
費
税
」、「
た
ば
こ
税
」の
一

定
割
合
の
額
か
ら
、
各
団
体
の
財
政
需
要
と
収
入
を

合
理
的
に
算
定
し
、交
付
さ
れ
て
い
ま
す
。

●
国
庫
支
出
金

地
方
公
共
団
体
が
行
政
執
行
に
必
要
な
財
源
に
充
て

る
た
め
、
国
か
ら
負
担
金
、
補
助
金
、
交
付
金
、
補
給

金
、委
託
金
な
ど
の
名
称
で
交
付
さ
れ
る
も
の
で
す
。

●
県　

債

県
が
特
定
支
出
に
充
て
る
た
め
、
一
会
計
年
度
を
越

え
て
借
り
入
れ
る
長
期
借
入
金
の
こ
と
で
す
。な
お
、

平
成
十
三
年
度
以
降
は
地
方
財
政
法
の
特
例
処
置
と

し
て
、
使
途
の
特
定
さ
れ
な
い
臨
時
財
政
対
策
債
な

ど
が
発
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

沖
縄
県
震
度
情
報

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
再
構
築
事
業

一般会計当初予算額
5,958億円

歳入（県の収入） （県の支出）歳出

平成18年度

沖縄振興計画の中間年度にあたる今年度は、同計画の基本姿勢のもと、新
たな政策課題や自立型経済の構築に向けた産業・雇用の創出、健康福祉社
会の実現などの諸施策の推進を図る一方で、厳しい財政状況の中、事業の
優先度を十分に配慮しつつ、限られた財源を緊急かつ重要な施策に的確
に配分することを基本に予算を編成しました。

【
主
な
予
算
増
加
の
理
由
】

●
退
職
者
数
の
増
加
に
よ
る
人
件
費
の
増

●
公
債
費
の
増

●
新
石
垣
空
港
整
備
な
ど
の
普
通
建
設
事
業（
補
助
事
業
）の
増

●
児
童
手
当
、介
護
給
付
費
等
負
担
金
な
ど
補
助
費
等
の
増

県 税
諸 収 入
地方交付税
国庫支出金
県 債
そ の 他

896億1,300万円
215億5,351万円
1,871億4,600万円
1,537億7,740万円
596億6,200万円
840億4,709万円

人 件 費
公 債 費
扶 助 費
補 助 事 業
単 独 事 業

1,950億2,598万円
719億　656万円
188億6,129万円
1,399億6,678万円
183億1,493万円
1,517億2,346万円

義務的
経　費

投資的
経　費

その他の経費

（対前年度1.7％、99億円増）

歳　

入

歳　

出

用
語
解
説

その他
  25％ 人件費

  33％

投資・補助事業
　　24％

公債費
 12％

投資・単独事業 3％

扶助費
  3％

当初予算のあらまし
知
事
公
室

四
千
万
円

障
害
者
自
立
支
援
法
推
進
事
業

福
祉
保
健
部

約
三
千
九
百
十
九
万
円

児
童
虐
待
問
題
緊
急
対
策
事
業

福
祉
保
健
部

約
一
千
二
百
四
十
六
万
円

航
空
機
購
入
費
補
助（
離
島
空
路
確
保
対
策
事
業
費
）

企 

画 

部

約
一
億
二
千
七
十
九
万
円

科
学
技
術
振
興
総
合
推
進
事
業

企 

画 

部

約
九
百
九
十
二
万
円

希
少
野
生
動
植
物
種
保
護
条
例
制
定
事
業

文
化
環
境
部

約
三
百
六
十
三
万
円

国指定特別天然記念物のヤンバルクイナ

十勝沖地震の際の道路決壊

自主財源 29％
依存財源 71％

自主財源
29％

依存財源
71％

地方交付税
　 31％

国庫支出金
　 26％

県税
 15％

その他
 14％

県債
10％

諸収入
4％


